
 

「一団体一議席を前提に公平性の観点から、格差是正のために大規模団体に

も配慮できる議席配分（案）」           （大阪狭山市議会案） 

 

加配の方法 

１ 人口、用水供給事業の年間給水量及び工業用水供給事業の年間給水量それ

ぞれの最も多い団体に１人を加える。 

 

２ 次の項目ごとに、町村（島本町・豊能町・能勢町・忠岡町・熊取町・田尻

町・岬町・河南町・太子町・千早赤阪村）を合計し、これらの合計値と各団

体（前項の最も多い団体及び町村を除く。）の値との割合を算出する。 

  それぞれ算出した割合に応じて０．５人を付与し、次の項目の合計が   

２．０人の場合は２人、１．５人の場合は１人、１．０人以下の場合は０人

とする。 

  ① 人口 ２以上 

    （各市人口÷町村の合計人口） 

  ➁ 用水供給事業の年間給水量 ２以上 

    （各市用水供給事業の年間給水量÷町村の用水供給事業の年間給水量

の合計） 

  ③ 工業用水供給事業の年間給水量 ２以上 

    （各市工業用水供給事業の年間給水量÷町村の工業用水供給事業の年

間給水量の合計） 

  ④ 人口１人当たりの用水供給事業の年間給水量 １以上 

    （各市用水供給事業の年間給水量÷各市人口）÷（町村の用水供給事

業の年間給水量の合計÷町村の合計人口） 

 

※町村を合計とすることについて 

  小規模な団体に対しても「１団体１議席」の原則を堅持するうえで、最も

小規模な団体を基準として捉えた場合、大規模な団体との格差や不均衡を助

長するおそれがある。 

  このため、「市」との比較においては「町村」を１つと捉え、これを基準と

して「加配」の検討を行うものである。したがって、「町村」は、加配の対象

としない。 
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